
　　　　　マイホーム取得と宅地造成
　　　　　　　　　　　　　への支援がスタートしました！
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り
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り

マイホームの取得と宅地の造成を支援します
もとみやに住んでみませんか。 ●支援を受けるためには申請が必要になります。

申請方法、制度に関する詳しい内容等については、市HPをご覧
いただくか、お問い合わせください。
本宮市役所　市長公室　政策推進課
Tel：0243－24－5321

▲▲

（対象および条件）（対象および条件）
平成31年3月31日までに、居住を目的として市内に住宅を新規で取得し（新築または平成31年3月31日までに、居住を目的として市内に住宅を新規で取得し（新築または
中古住宅購入）、申請の時点で以下に該当している方。（建替えの場合は該当しません。）中古住宅購入）、申請の時点で以下に該当している方。（建替えの場合は該当しません。）
※平成27年1月1日固定資産税課税分（平成26年1月2日以降に完成 ･取得した住宅）※平成27年1月1日固定資産税課税分（平成26年1月2日以降に完成 ･取得した住宅）
より対象となります。より対象となります。
（１）住宅の所有者であること（１）住宅の所有者であること
（２）新規取得した住宅に住民登録をしていること（２）新規取得した住宅に住民登録をしていること
（３）市税等の滞納がないこと（３）市税等の滞納がないこと
（４）奨励金交付後、10年以上継続して対象住宅に居住する意思があること（４）奨励金交付後、10年以上継続して対象住宅に居住する意思があること

対象対象 金額金額
中学生以下の子がいる世帯中学生以下の子がいる世帯 ３０万円（うち、３万円は本宮商品券）３０万円（うち、３万円は本宮商品券）
その他の世帯その他の世帯 ２０万円（うち、２万円は本宮商品券）２０万円（うち、２万円は本宮商品券）

マイホームを取得した方へ最大マイホームを取得した方へ最大30万円30万円

▲▲

宅地造成をした事業者へ最大宅地造成をした事業者へ最大300万円300万円
１区画当たり２０万円を交付額とします（上限額：３００万円）１区画当たり２０万円を交付額とします（上限額：３００万円）

（対象および条件）（対象および条件）
平成26年10月1日から平成31年3月31日までの間に、以下に該当する宅地を造成し平成26年10月1日から平成31年3月31日までの間に、以下に該当する宅地を造成し
た事業者た事業者
（１）（１）1区画当たりの面積が165平方メートル以上で、一団の土地に3区画以上あること1区画当たりの面積が165平方メートル以上で、一団の土地に3区画以上あること
（２）戸建て住宅地分譲の開発であり、都市計画区域内の場合は、建築基準法第42条（２）戸建て住宅地分譲の開発であり、都市計画区域内の場合は、建築基準法第42条
に規定する道路に接道し、都市計画区域外の場合は、幅員4メートル以上の道路に接に規定する道路に接道し、都市計画区域外の場合は、幅員4メートル以上の道路に接
道すること道すること

※避難指示の対象となっている方への支援制度についても現在準備を進めています。※避難指示の対象となっている方への支援制度についても現在準備を進めています。
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